
令和４年度第２回障がい小委員会 アジェンダ

◇開催日時・場所

令和４年８月 23 日（火）18:00 から

特別会議室①②

◇参加者

委員：眞保委員長、阿部委員、橋爪委員、中原委員、東委員、竹中委員、梶川委員

事務局：高齢障がい課 障がい者支援係

福祉政策課 福祉政策係

◇目的

・狛江市障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の改定の方向性を確認する。

・令和３年度障がい者計画進捗管理報告書を確定する。

・障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画に係る施策・事業の実施状況を確認す

る。

◇議題内容・進行予定

議題 項目 手法・資料 割当時間

１

審議狛江市障がい者計

画・第７期障がい福祉計

画・第３期障がい児福祉

計画の概要について

資料１－１

資料１－２

資料１－３

資料１－４

15分

２

審議障がい者計画令和

３年度進捗管理報告書

（案）について

資料２－１

資料２－２
35分

３

報告障がい者計画・第６

期障がい福祉計画・第２

期障がい児福祉計画に

係る施策・事業の実施状

況について

資料３－１

資料３－２

資料３－３

15分

４ その他
資料４

資料５

資料６

５分
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第５次地域福祉計画等（あいとぴあレインボープラン）策定の概要について

１．あいとぴあレインボープランの構成について

計画名 計画期間

狛江市第５次地域福祉計画 令和６年度～11年度

狛江市高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画 令和６年度～８年度

狛江市障がい者計画・第７障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 令和６年度～８年度

狛江市第２期成年後見制度利用促進事業計画 令和６年度～８年度

狛江市第１期再犯防止推進計画 令和６年度～８年度

第２次重層的支援整備事業実施計画 令和６年度～８年度

２．あいとぴあレインボープランの位置付けについて

狛江市第４次基本構想、狛江市前期基本計画の下位計
画 
福祉基本条例で定める「福祉総合計画」の一部（「狛
江市第２期こまえ子ども若者応援プラン」、「健康こ
まえ21（第２次）」も福祉総合計画の個別計画として
位置付けられる。相互に連携を図る。）
地域福祉計画は地域福祉に関する施策・事業を定める
計画であると同時に、分野別の福祉に関し、共通して
取り組むべき事項を定める計画
重層的支援体制整備事業は地域福祉計画の一事業だが、
重層的支援体制整備事業実施計画は、地域福祉計画の
単なる事業計画にとどまらず、狛江市第５次地域福祉
計画等及び福祉総合計画の関連計画に横串を指すよう
な計画として位置付ける。
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第５次地域福祉計画等（あいとぴあレインボープラン）策定の概要について

３．あいとぴあレインボープラン改定のコンセプトについて

４．市民意識調査の概要について

次の３つを改定に当たってのコンセプトと致します。

調査項目 調査対象者 調査内容 調査方法 標本数

市民一般調査
18歳以上65歳未
満の全市民

①地域福祉に関すること。

②権利擁護支援・成年後見制度利用促進に関
すること。

③ひきこもり状態にある方へのニーズに関す
ること。

④再犯防止に関すること。

LoGoフォームによるオン
ラインアンケート調査

※調査内容③④について
はアンケート調査後のヒ
アリング調査等も検討中
※外国人の方向けのやさ
しい日本語版も作成予定

51,314人

（令和４年５
月末時点）

子ども市民調
査

小学校４年生以
上中学校３年生
以下の児童生徒

①地域福祉に関すること。

②権利擁護支援・成年後見制度利用促進に関
すること。

③ひきこもり状態にある方へのニーズに関す
ること。

④ヤングケアラーに関すること。

LoGoフォームによるオン
ラインアンケート調査
※調査内容③④について
はアンケート調査後のヒ
アリング調査等も検討中

3,202人

（令和４年５
月１日時点）
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第５次地域福祉計画等（あいとぴあレインボープラン）策定の概要について

４．市民意識調査の概要について（続き）

調査項目 調査対象者 調査内容 調査方法 標本数

高齢者調査
65歳以上の無作為で抽
出した市民

①日常生活圏域ニーズ調査
②在宅介護実態調査

③権利擁護支援・成年後見制度利用促進
に関すること。

④再犯防止に関すること。

郵送によるアンケート
調査

①、②各750人程
度

障がい者等調査

障がい福祉サービス利
用者（全数）

難病患者（無作為抽
出）

自立支援医療受給者
（無作為抽出）
医療的ケア児（全数）

障がい者支援団体（市
にて抽出）

①障がい福祉サービスに関すること。
②難病に関すること。
③医療的ケアに関すること。

④権利擁護支援・成年後見制度利用促進
に関すること。

⑤ひきこもり状態にある方へのニーズに
関すること。

⑥再犯防止に関すること。

郵送によるアンケート
調査
※医療的ケア児及び障
がい者支援団体につい
ては、ヒアリング調査、
グループインタビュー
調査等も検討中

障がい福祉サー
ビス利用者約700
人
難病患者約200人

自立支援医療受
給者約100人

医療的ケア児約
15人

障がい者支援団
体約20団体

※調査の分析に当たっては、テキストマイニング等ＡＩ技術を活用した新たな効果的な分析手法についても検討中

-11-



第５次地域福祉計画等（あいとぴあレインボープラン）策定の概要について

５．あいとぴあレインボープラン案の策定のフロー

調査・分析

 市民意識調査・分析

 統計等資料調査・分析

現状・課題

 現状の整理、課題の抽出

 地域共生社会の実現に向けた指標の検討

 指標を実現するための取組の方向性の検討

基本理念・目標

 基本理念の検討

 基本目標の検討

施策・事業

 施策（重点施策）の検討

 重点施策の指標の検討

 事業の検討
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第５次地域福祉計画等（あいとぴあレインボープラン）策定の概要について

６．計画書の構成案

編番号 分野 構成案

第１編 はじめに
第１章　計画の概要
第２章　計画改定の考え方

第２編 第５次地域福祉計画

第１章　地域福祉を取り巻く現状と課題
第２章　計画の基本的な考え方
第３章　施策・事業の体系・取組み内容

第４章　計画の推進に向けて

第３編 第２次重層的支援整備事業実施計画

第１章　重層的支援整備事業を取り巻く現状と課題
第２章　計画の基本的な考え方
第３章　施策・事業の体系・取組み内容

第４章　計画の推進に向けて

第４編 第２期成年後見制度利用促進事業計画

第１章　権利擁護を取り巻く現状と課題
第２章　計画の基本的な考え方
第３章　施策・事業の体系・取組み内容

第４章　計画の推進に向けて

第５編 第１期再犯防止推進計画

第１章　犯罪や再犯防止を取り巻く現状と課題
第２章　計画の基本的な考え方
第３章　施策・事業の体系・取組み内容

第４章　計画の推進に向けて

第６編
高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計
画

第１章　高齢者福祉を取り巻く現状と課題
第２章　計画の基本的な考え方
第３章　施策・事業の体系・取組み内容

第４章　計画の推進に向けて

第７編
障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３
期障がい児計画

第１章　障がい者（児）福祉を取り巻く現状と課題
第２章　計画の基本的な考え方
第３章　施策・事業の体系・取組み内容
第４章　障がい福祉・障がい児福祉サービス等の見込み

第５章　計画の推進に向けて

第８編 資料編

７．あいとぴあレインボープラン策定のスケジュール（資料１-３のとおり）
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令和６年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

庁議

市民福祉推進委員会

障がい小委員会

高齢小委員会

医療と介護の連携推進小委員会

権利擁護小委員会

部
会
再犯防止推進計画策定部会
（第３回市民福祉推進委員会で設置後開催）

介護保険推進市民協議会

市民意識調査

市民説明会　＊１

パブリックコメント

地域共生社会推進会議

計画書納品・検収

計画書印刷*3

＊１：市民説明会は３回実施し、うち市民フォーラム実施回のみ参加する。

＊２：各委員会の第１回・第２回小委員会では現行計画の進捗管理等を行う（計画改定委託事業者は参加しない）。

＊３：計画書印刷は庁内印刷で令和６年度に実施する。

狛江市第５次地域福祉計画等の策定スケジュールについて

令和４年度 令和５年度

小
委
員
会

定例会
第２回

（諮問）
※２

設問
確定

回答期間

募集
期間

開催
①

中間
答申

最終
答申

定例会
第３回

定例会
第３回

（合同）

定例会
第１回

（合同）

定例会
第１回

定例会
第２回

定例会
第３回

（合同）

定例会
第１回

定例会
第２回

委託
事業者
契約

策定スケ
ジュール

付議

第２回 第３回 第４回

定例会
第１回
＊２

定例会
第１回
＊２

定例会
第１回
＊２

定例会
第１回
＊２

定例会
第２回
＊２

定例会
第２回
＊２

定例会
第２回
＊２

第１回

定例会
第３回

定例会
第3回

開催
②

定例会
第３回

定例会
第4回
＊３

定例会
第４回

（合同）

定例会
第４回

第５回

定例会
第４回

定例会
第２回

定例会
第３回

定例会
第４回

定例会
第１回

定例会
第2回

定例会
予備①

定例会
予備②

定例会
予備①

定例会
予備②

定例会
予備①
＊３

定例会
予備②
＊３

資料１－３

定例会
第４回

（予備）

定例会
第４回

（予備）

定例会
第１回
＊２

定例会
第２回
＊２

定例会
第３回

開催
③

定例会
第３回

定例会
第１回

定例会
第２回

定例会
第１回
＊２

定例会
第２回
＊２

定例会
第３回

定例会
第４回

定例会
予備①

定例会
予備②

定例会
第４回

（予備）

納品・
検収

印刷

定例会
第４回

（予備）

定例会
第２回

定例会
予備①

定例会
予備②

集計　分析　

定例会
第１回

定例会
第１回

定例会
第２回

定例会
第３回

定例会
予備①

定例会
予備②

定例会
第４回
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資料２－１

あいとぴあレインボープラン

狛江市障がい者計画

進捗管理

令和３年度報告書（案）
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目次

序章 はじめに

１ 進捗管理 ・・・・・・・・・・・・・ ４

２ 本報告書の構成 ・・・・・・・・・・・・・ ４

３ 進捗評価の方法 ・・・・・・・・・・・・・ ４

４ 進捗評価の流れ ・・・・・・・・・・・・・ ７

第１章 進捗管理シート ・・・・・・・・・・・・・ ８

第２章 委員会からの意見シート ・・・・・・・・・・・・・ 18
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序章 はじめに
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- 5 -

１ 進捗管理

市では、令和３年３月にあいとぴあレインボープラン（狛江市障がい

者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画）（以下「本

計画」という。）を策定して、「障がいのある人もない人も、ともに暮らし続

けられるまち～あいとぴあ狛江～」を基本理念としました。この基本理

念を踏まえた４つの施策の体系を設定して、障がい者福祉施策を推進

しています。

本計画の実効性を担保し着実な進展を図るため、前年度の取組

状況について、狛江市福祉基本条例第 26 条第１項の規定により設

置された狛江市市民福祉推進委員会障がい小委員会で、本計画の

進捗状況の把握や評価を行うこととします。

なお、本計画のうち狛江市障がい者計画の把握や評価については

本書で、狛江市第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画の

把握や評価については「狛江市第６期障がい福祉計画・第２期障が

い児福祉計画サービス見込量進捗状況」シートで行うこととします。

２ 本報告書の構成

（１）進捗管理シート

市職員が計画に位置付けられた施策及び事業を着実に実

施するとともに、当該年度における実施状況及び課題を市民

に分かりやすく説明するため、重点施策に係る事業のうち新

規に実施する事業等事業の進捗管理が必要と認められる事

業について、当該年度に実施したことを「Do（実行）」の欄

に、当該事業の実施結果を踏まえた重点施策の評価を３（２）

で示す基準に従い「Check（評価）」の欄に、（２）で記載し

た課題を踏まえた当該事業の改善点を「Act（事業を実施す

るに当たっての課題及び改善点）」の欄に記載します。

（２）委員会からの意見シート

（１）の進捗管理シートを踏まえて、狛江市市民福祉推進

委員会障がい小委員会からいただいたご意見を「委員会から

の意見」の欄に記載し、次年度の施策の実施に反映させてま

いります。

３ 進捗評価の方法

平成 26 年７月に、市が策定している計画の評価基準を４段

階に統一し、取組の強化を図るべき評価の目安が示されたこと

を踏まえ、狛江市市民福祉推進委員会障がい小委員会での議論、

検討を行い、下記のとおりの評価基準とします。

（１）評価方法

施策の方向性ごとに４段階で評価します。

（２）評価基準
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- 6 -

具体的な施策の評価方法は次のとおりです。

【例①】施策１に係る４つの事業の令和３（2021）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合

この場合、事業 a については、令和４（2022）年度まで年次目標までの前倒しで達成していますが、この点は評価に入れません。事業ａから事業ｄまでの令和３

（2021）年度の達成率は２/４で 50％となりますので、評価はＢとなります。

評価基準 評価指標

Ａ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の70％以上を達成できた

（進捗している）

Ｂ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の40％以上70％未満を達成できた

（現状維持）

Ｃ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の20％以上40％未満を達成できた

（あまり進捗していない）

Ｄ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の０％以上20％未満を達成できた

（全く進捗していない）

令和３年度の年次目標の達成状況

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

施策１ 事業 a 達成 達成 -

事業ｂ 未達成 - -

事業ｃ 未達成 - -

事業ｄ 達成 - -
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【例②】その後、施策１に係る４つの事業の令和４（2022）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合

この場合、令和４（2022）年度までの年次目標を評価しますので、令和３（2021）年度の年次目標の達成状況も含め評価します。

ただし、事業ｂ及び事業ｄの年次目標が単年度の年次目標であり、次年度に遡って実施できない年次目標の場合には、令和３（2021）年度の年次目標の達成

状況は評価から外します。

その結果、事業ａから事業ｄまでの令和４（2022）年度までの達成率は４/６で 66.6％となりますので、評価はＢとなります。

【例③】その後、施策１に係る４つの事業の令和５（2023）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合

この場合、令和５（2023）年度までの年次目標を評価しますので、令和３（2021）年度及び令和４（2022）の年次目標の達成状況も含め評価します。

ただし、事業ｂ及びｄの評価については、例②の場合と同様です。なお、事業ｃについては令和５（2023）年度に令和３（2021）年度及び令和４（2022）年度の年

次目標も達成できましたので、その点も評価に加えます。

その結果、事業ａから事業ｄまでの令和５（2023）年度までの達成率は７/８で 87.5％となりますので、評価はＡとなります。

令和４年度の年次目標の達成状況

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

施策１ 事業 a 達成 達成 -

事業ｂ 未達成 達成 -

事業ｃ 未達成 未達成 -

事業ｄ 達成 達成 -

令和５年度の年次目標の達成状況

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

施策１ 事業 a 達成 達成 達成

事業ｂ 未達成 達成 達成

事業ｃ 達成 達成 達成

事業ｄ 達成 達成 未達成
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４ 進捗評価の流れ

令和３年度の狛江市障がい者計画の進捗管理は、次表のとおり市民福祉推進委員会障がい小委員会において進捗評価を審議し、確

定いたしました。

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

障がい小委員会① 障がい小委員会②

庁議 報告書を

踏まえた

予算要求

担当課による自己評価
報告書（案）を審議 報告書(案)を確定

報告書

を報告

報告書を

HPに公開

予算編成 予算審議

市民福祉推進委員会

報告書を報告
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第１章 進捗管理シート
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課

1 頁 指標
Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

１ 地域で暮らし続けられる基盤づくり

(1) 地域における生活の拠点の構築

① 【拡充】地域生活支援拠点の整備 Ａ

ａ

地域生活支援拠点の

整備を行います。

高1 218 -

地域生活支援拠点の整備事業者

とともに、補助申請に向けて東

京都とも協議を進めた。令和４

年度の予算書に市の単独補助と

して事業者の施設整備費に対す

る補助の債務負担行為を設定し

た。

建築資材の高騰により整備

費が上昇しているため、事業

者の財源等について注視す

る。

地域生活支援拠点において、シ

ョートステイを設置し、緊急時

にも対応できるよう事業者と調

整を図った。

建築資材の高騰により整備

費が上昇しているため、事業

者の財源等について注視す

る。

地域生活支援拠点では日中一時

支援は行わないこととした。

市内全体の需要と照らし合

わせながら必要性について

考えていく。

1 高…高齢障がい課
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(1) 地域における相談支援の充実

① 【拡充】切れ目のない相談支援・相談窓口の充実 Ｃ

ａ

複雑化・複合化した

課題に対応できる

総合相談支援体制

を整備します。

高

福2

相3

220 -

総合相談支援体制の整備に向け

て庁内の関係各課と協議を行っ

た。

障がい小委員会の答申を基

にこれまでの議論を整理し、

具体的な検討に取り組む。

関係との協議を行ったが、素案

の作成には至らなかった。

障がい小委員会の答申を基

にこれまでの議論を整理し、

具体的な検討に取り組む。

福祉総合窓口で受ける複雑化・

複合化した課題を持つ相談につ

いて、障がい及び高齢のケース

ワーカー、生活保護担当、児童

ケースワーカー、生活困窮担当

（こまエール）で必要な情報共

有を行い、また、市外の関係機

関と役割分担して支援を行って

いる。相

相談事例ごとに市内外の関

係機関との情報共有、連携を

推進しているが、相談ケース

の増加や課題の困難性から、

支援者のマンパワー不足や

役割分担が明確にできない

場合があるため、定期的に状

況確認しながら継続的に関

わり、関係機関と連携して支

援を行う。相

2 福…福祉政策課
3 相…福祉相談課
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(1) 地域における相談支援の充実

① 【拡充】切れ目のない相談支援・相談窓口の充実（続き） Ｃ

ａ

複雑化・複合化した

課題に対応できる

総合相談支援体制

を整備します。 高

福

相

220 -

障がいの特性から近隣トラブル

に発展したケースでは、市の相

談支援包括化推進員との連携を

図った。その他、義務教育終了

後に公的支援が途切れてしまう

ケースがあり、CSWが継続支援

するケースが増えている。社4

部門を越えた連携が必要と

なるため、福祉以外の関連部

署とも関係づくりを強化す

る。社

ｂ

地域包括ケアシス

テムの全市的な展

開のため、コミュニ

ティソーシャルワ

ーカーを配置して、

地域へ効果的な支

援を行います。
福 221 -

元和泉の地域の居場所よしこさ

ん家や中和泉の個人宅等の地域

資源で、障がいがある方も対象

とした相談会を行った。支援を

継続させるため地域包括支援セ

ンター、保健所、教育支援セン

ターなど関係機関へ繋げた。

様々な困難事例に対応してい

くために、あいとぴあエリア

の地域資源に限らず、市内外

の関係期間と連携することで

さらにネットワークを広げて

いく。

4社・・・社会福祉協議会
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(1) 地域における相談支援の充実

① 【拡充】切れ目のない相談支援・相談窓口の充実（続き） Ｃ

ｂ

地域包括ケアシス

テムの全市的な展

開のため、コミュニ

ティソーシャルワ

ーカーを配置して、

地域へ効果的な支

援を行います。

福 221 -

いこいの便りの定期発行を行っ

ているが、その取材や配布がア

ウトリーチの機会になってい

る。これまで関わりの少なかっ

た地域住民と繋がることがで

き、そこから課題把握にもつな

がっている。

その他、庭の手入れができなく

なったという個別の困りごとを

地域生活課題と捉え、有償お手

伝いサービス（就労継続支援 B

型事業所TODAY喜多見の通所者

による高齢者サポート）の仕組

みづくりを行い、市内で同じよ

うな取組を行う支援者のネット

ワークづくりに取り組んだ。

社会資源が少ないこまえ苑

エリアでは、居場所的機能を

果たす場が限られる。そのた

め、多世代・多機能型交流拠

点の開設や商店や宗教団体

等のインフォーマル資源の

開拓を進めることで、障がい

がある方も含めて必要な相

談ができる場を整えていく。
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(1) 地域における相談支援の充実

① 【拡充】切れ目のない相談支援・相談窓口の充実（続き） Ｃ

ｃ

地域自立支援協議

会において、個別の

ケースから地域生

活課題を抽出し、障

がい小委員会にて

課題解決のための

施策を検討する体

制を構築します。

相

高
221 -

生活支援部会にて、日頃の計画

相談業務の中で課題と考えられ

ることを挙げ、地域生活課題と

して整理を行っている。これら

を基に地域づくり計画案を作成

し、協議会へ報告を行った。（月

２回開催）

抽出した地域生活課題につ

いて、施策に向けた具体的な

検討を行っていく必要があ

る。
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(3) 切れ目のない障がい児（者）支援の実施

④
【拡充】医療的ケアを必要とする障がい児支援のための保護、医療、福祉、教育

等の連携体制の構築
Ａ

ａ

医療的ケアを必要と

する障がい児を支援

し、精神障がい者の

地域移行を進めるた

め、関係部署や地域

の関係機関同士で情

報を共有し、連携を

図るための会議体を

設置します。（一部再

掲）

相

高

子5

223 -

医療的ケア児支援部会にて、庁

内関係部署との課題の抽出や情

報共有を行った。また、障がい

ケースワーカーが相談支援事業

所、保健所、医療機関等と連携

し、医療的ケアを必要とする障

がい児や、地域移行を必要とす

る精神障がい者の支援を行って

いる。（年２回開催）相

関係機関が医療的ケアを

必要とする障がい児がどの

ような医療的なケアを受け

ているのか、どのような支

援体制が必要かといったこ

とについて理解をより一層

深めていくよう、医療的ケ

ア児支援部会の研修に参加

するなど、引き続き理解の

促進に努めます。相

5 子…子ども発達支援課
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(3) 切れ目のない障がい児（者）支援の実施

④
【拡充】医療的ケアを必要とする障がい児支援のための保護、医療、福祉、教育

等の連携体制の構築
Ａ

ａ

医療的ケアを必要と

する障がい児を支援

し、精神障がい者の

地域移行を進めるた

め、関係部署や地域

の関係機関同士で情

報を共有し、連携を

図るための会議体を

設置します。（一部再

掲）

相

高

子

223 -

狛江市医療的ケア児支援部会を

設置し、医療的ケア児コーディ

ネーターを中心に医療的ケアを

必要とする障がい児に関する勉

強会等を開催した。【高・子】

・障がい福祉に携わる方が医

療的ケアの正しい知識と理

解が得られるよう啓発を行

っていく。高

・共通課題に対し、解決策を

出し合いながら医療的ケア

児とその家族の支援に取り

組む。子
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

３ 自立と社会参加を進めるシステムづくり

(2) 障がい者の社会参加・障がいへの理解の促進と差別解消

② 【拡充】当事者が交流する場・余暇等の活動場所の提供 Ａ

ａ

障がい者支援施設の

地域交流を推進する

等、障がいのある人

もない人も交流でき

る機会を創出しま

す。

福 225 -

こまえ苑エリアにおいて多世

代・多機能型交流拠点の設置に

向け、運営委託予定者と検討を

行った。

令和４年度中のこまえ苑エ

リアにおける多世代・多機能

型交流拠点の運営開始に向

け各所と調整を図る。

市内の多世代・多機能型交流拠点

の運営に対して地域福祉推進事業

補助金を交付し、運営の支援を行

った。

引き続き、市内の多世代・多

機能型交流拠点の運営に対し

て地域福祉推進事業補助金を

交付し運営の支援を行う。

音声DAISY製作者スキルアップに

向けた３種の講習会を計 10 回開

催し延べ 24 名が受講があった。

また、対面朗読講習会を全３回開

催し３名が受講する等、視覚障が

い者の読書環境整備に向けた取組

を推進した。

引き続き、録音資料製作に係

るスキルアップに向けた講習

会を実施し、読書環境整備に

向けた取組を推進する。
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容（令和３年度））
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）大 小

４ 安心で安全に暮らせるまちづくり

(1) 避難行動要支援者支援体制の充実

②【拡充】災害時に関する支援 Ｃ

ａ

避難行動要支援者の

支援体制の整備を進

めます。

福

相
226 -

国の避難行動要支援者の避難行

動支援に関する取組指針の改定

を受け、地域見守り活動支援対

象者の見直しの検討を課内で行

ったが、狛江市避難行動要支援

者支援連絡協議会での協議まで

には至らなかった。

協議会での協議を行い、協議

結果を踏まえ、地域見守り活

動支援対象者の見直しを行

う。

医師会、訪問看護事業所等の関係

機関と狛江市地域見守り活動支援

に係る対象者名簿の提供に関する

協定締結に向けてそれぞれ協議を

行った。

協議結果を踏まえ、医師会、

訪問看護事業所等の関係機関

と狛江市地域見守り活動支援

に係る対象者名簿の提供に関

する協定を締結する。
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第２章 委員会からの意見シート
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基本

目標

施策
委員会からの意見

大 小

１ 地域で暮らし続けられる基盤づくり

(1) 地域における生活の拠点の構築

① 【拡充】地域生活支援拠点の整備 障がい者基本計画（第４次）において「日常生活上の介護や相

談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を

促進するとともに、重度障がい者にも対応した体制の充実を図

る。また、地域で生活する障がい者の支援の拠点となる地域生

活支援拠点等の整備を図る。」とされているところであり、引

き続き丁寧な議論と誰もが安心・安全に暮らせる共生社会の理

念に基づく狛江市のまちづくりについて理解醸成をお願いし

たい。

拠点の設置、完成を切望している人が沢山いる。材料費高騰は

心配だが、面的整備と併せて予定通りの完成を目指していただ

きたい。
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基本

目標

施策
委員会からの意見

大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(1) 地域における相談支援の充実

① 【拡充】切れ目のない相談支援・相談窓口の充実 12ページの Act の３つ目の記述について、「相談ケースの増加

や課題の困難性」「支援者のマンパワー不足」「役割分担が明確

に出来ない」等挙げられているが、例えば、一定のレベル課題

(ケース)のみ受ける、支援者のスキルアップ(専門性)を図る、

リーダーシップの必要性(適任者の選定)等が考えられる。小委

員会の答申も参考にしながら事業の確実な履行をお願いした

い。

12ページ「相談事例ごとに～場合がある。」（福祉相談課）と

あるが、「総合相談支援体制の整備」にあたって大きな課題で

あると考えられる。これまで対応において課題が生じたケース

について、その原因と改善点を整理することが期待される。

狛江市内に CSWは３名のみの配置であることを踏まえると、

個別ケースの継続支援を CSWがどこまで担うのかという点は

検討されるべきである。改善点に記載のとおり関係者間の連

携・引き継ぎの強化が期待される。
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基本

目標

施策
委員会からの意見

大 小

２ 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり

(3) 切れ目のない障がい児（者）支援の実施

④ 【拡充】医療的ケアを必要とする障がい児支援のための

保護、医療、福祉、教育等の連携体制の構築

関係機関との連携体制を具体化する必要がある。

専門施設ではない多くの福祉事業所の場合、医療行為の為に直

接支援ができない、設備の問題の為に受け入れが難しい等の課

題が存在する。会議体ではそのような課題にも取り組んで欲し

い。
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基本

目標

施策
委員会からの意見

大 小

３ 自立と社会参加を進めるシステムづくり

(2) 障がい者の社会参加・障がいへの理解の促進と差別解消

② 【拡充】当事者が交流する場・余暇等の活動場所の提供 狛江市の地域ニーズに合致したインクルーシブな多世代交流

のプログラムを公募するなど踏み込んだ場の提供を検討いた

だきたい。５月 19 日に障がい者情報アクセシビリティ・コミ

ュニケーション施策推進法が成立し、25 日に公布されたこと

から、障がい特性を踏まえた情報保障をさらに進めていく必要

がある。

誰でも利用できる交流拠点だが、就労している方(一般就労・福

祉的就労等)は時間的な制約があるため、おのずと利用が制限

されてしまう。休日や夜間にも利用できるように、その部分に

ついての運営支援も考えていくと、より多くの人が利用できる

ようになる。

18ページ「市内の～支援を行った。」とあるが、市内の多世代・

多機能型交流拠点において実際に障がいのある人もない人も

交流できる機会が創出されているか、課題や改善点はあるかと

いうことの検証が期待される。また、障がい者支援施設の地域

交流についての評価もなされることが望ましい。
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基本

目標

施策
委員会からの意見

大 小

４ 安心で安全に暮らせるまちづくり

(1) 避難行動要支援者支援体制の充実

② 【拡充】災害時に関する支援 災害時に障がいのある方が安心して障がい福祉サービス等を

利用できるように地域の見守り体制の構築をお願いしたい。

災害はいつ起こるか分からないものであるため、早期の協議、

協定締結が望ましい。
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委員からのご意見及び対応について

ページ 施策 ご意見 対応

23 地域生活支援拠点の

整備 ①

拠点の設置、完成を切望している人が沢山いる。材料

費高騰は心配だが、面的整備と併せて予定通りの完成

を目指していただきたい。

計画どおり拠点の整備を進めてまいります。

24 切れ目のない相談支

援・相談窓口の充実 ②

「役割分担が明確にできない」ケースを誰ひとり取り残さ

ないための仕組みづくりであるため、今年度顕在化した

課題に対して具体的な対応に進めていく必要がある。

ご意見を受けて文言を改めました。

資料２－２
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ページ 施策 ご意見 対応

24 切れ目のない相談支

援・相談窓口の充実

（続き）

③

12 ページの Act の 3 つ目の記述について、「相談ケー

スの増加や課題の困難性」「支援者のマンパワー不足」

「役割分担が明確に出来ない」等挙げられているが、例

えば、一定のレベル課題(ケース)のみ受ける、支援者の

スキルアップ(専門性)をはかる、リーダーシップの必要性

(適任者の選定)等が考えられる。小委員会の答申も参

考にしながら事業の確実な履行をお願いしたい。

③.④

何らかの精神疾患や発達障がいのある方

が、家族間や近隣住民等とトラブルとなるよ

うな事例では、客観的にみると支援が必要と

思われても、病識がなく治療に繋がらなかっ

たり、拒否により障がい福祉サービスの利用

に至らないなどで、具体的な支援が行えず、

即時の課題解決が困難となる場合が多くあり

ます。こうした事例については、福祉相談課

で事例ごとに定期的に状況確認しながら継

続的に関わり、介入の機会を逸することなく、

関係機関と連携して支援を行っています。

④

12 ページ「相談事例ごとに～場合がある。」（福祉相談

課）とあるが、「総合相談支援体制の整備」にあたって大

きな課題であると考えられる。これまで対応において課

題が生じたケースについて、その原因と改善点を整理す

ることが期待される。

⑤

狛江市内に CSWは３名のみの配置であることを踏

まえると、個別ケースの継続支援を CSW がどこま

で担うのかという点は検討されるべきである。改善

点に記載のとおり関係者間の連携・引き継ぎの強化

が期待される。

CSW は、地域支援、個別支援、仕組みづく

りの３つの役割を担います。３つの役割を一

体的に担う中でコミュニティソーシャルワーク

機能を発揮することが重要です。ご指摘いた

だいたように個別ケースの継続支援を CSW

がどこまで担うのかという点は重要な課題で

あり、重層的支援体制整備事業におけるア

ウトリーチ等事業の今後の展開を検討する中

で検討してまいります。
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ページ 施策 ご意見 対応

24 切れ目のない相談支

援・相談窓口の充実

（続き）
⑥

13 ページ「元和泉の地域の居場所よしこさん家～

支援を行った。」とあるが、障がい者計画の進捗管

理報告書であることから、障がい者支援に特化し

た記載が望ましい。

障がい者支援に特化した記載に改めました。

⑦

14 ページ「社会資源が少ないエリア～限られる。」

とあるが、こまえ苑エリアのことを指すと思われる

が、明記が必要。また、障がい者計画の進捗管理報

告書であることを踏まえ、障がい者支援に特化した

課題及び改善点の明記が望ましい。

こまえ苑エリアであること、障がい者支援に特

化した表現に記載を改めました。

⑧

14 ページ「有償お手伝いサービス」とあるが、障

がい者計画の進捗管理報告書であることを踏ま

え、当該ケースが障がい福祉事業所と連携した障

がい当事者によるお手伝いサービスの仕組みづく

りだったことを明記してはどうか。

障がい福祉事業所と連携した障がい当事者

によるお手伝いサービスの仕組みづくりだっ

たことを明記しました。

25 医療的ケアを必要と

する障がい児支援の

ための保護、医療、

福祉、教育等の連携

体制の構築

⑨

16 ページ「関係機関が医療的ケアを必要とする障がい児

に対する理解をより一層深めていく必要がある。」（福祉相

談課）とあるが、抽象的であり、医療的ケア児に対してどの

ような理解が特に不十分であり、どのように関係者間で理

解を促進するかということの検討が期待される。

ご意見を受けて文言を改めました。
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ページ 施策 ご意見 対応

25 医療的ケアを必要と

する障がい児支援の

ための保護、医療、

福祉、教育等の連携

体制の構築（続き）

⑩

専門施設ではない多くの福祉事業所の場合、医療行

為のために直接支援ができない、設備の問題のため

に受け入れが難しい等の課題が存在する。会議体で

はそのような課題にも取り組んで欲しい。

医療的ケア児支援部会で事業所の受入体

制に係る課題についても、今後、議論し

てまいります。令和４年度は保育所に入

所を希望している方の受入体制や入所の

可否に関する判断基準を議論する予定と

なっております。

26 当事者が交流する

場・余暇等の活動場

所の提供
⑪

狛江市の地域ニーズに合致したインクルーシブな多世

代交流のプログラムを公募するなど踏み込んだ場の提

供を検討いただきたい。5 月 19 日に障がい者情報アク

セシビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立し、25

日に公布されたことから、障がい特性を踏まえた情報保

障をさらに進めていく必要がある。

こまえ苑エリアに新たに整備する多世代・多

機能型交流拠点において地域ニーズに合致

したプログラムの展開を計画するとともに、障

がい特性を踏まえた情報保障を図った情報

発信の方法に取り組んででいきます。

⑫

誰でも利用できる交流拠点だが、就労している方（一般

就労・福祉的就労等）は時間的な制約があるため、おの

ずと利用が制限されてしまう。休日や夜間にも利用でき

るように、その部分についての運営支援も考えていくと、

より多くの人が利用できるようになる。

運営を進めてく中で地域の声に応じて休日

等の開設等を検討していきます。
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ページ 施策 ご意見 対応

26 当事者が交流する

場・余暇等の活動場

所の提供（続き）

⑬

18 ページ「市内の～支援を行った。」とあるが、市内の

多世代・多機能型交流拠点において実際に障がいのあ

る人もない人も交流できる機会が創出されているか、課

題や改善点はあるかということの検証が期待される。ま

た、障がい者支援施設の地域交流についての評価もな

されることが望ましい。

令和３年度は新型コロナウィルス感染症の影

響もあり、思うようなイベントの開催に至りませ

んでしたが、様々なバックグラウンドを持った

方が交流する機会が設けられ運営が行われ

ました。障がい者支援施設の地域交流につ

いての評価については新たな計画策定の際

の検討課題としてまいります。

⑭

災害時に障がいのある方が安心して障がい福祉サービ

ス等を利用できるように地域の見守り体制の構築をお願

いしたい。

地域見守り活動支援対象者名簿は要配慮者のう

ち、災害時又は災害が発生するおそれがある場

合に自力では迅速な避難及び安全な避難生活を

送ることが困難な方について、円滑かつ迅速な避

難の確保を図るため特に配慮又は支援を必要と

する方の平常時からの見守りのほか、災害対策

基本法第 49条の 10 第１項の規定による避難の

支援、安否の確認その他の対象者の生命又は身

体を災害から保護するために必要な措置を実施

するための基礎となる名簿であり、災害時に障が

い福祉サービスの利用を図るものではありません。

ただし、名簿の策定時等に安否確認者等に指定

された各福祉事業者の方が適切な支援ができる

ように情報共有を図ってまいります。
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ページ 施策 ご意見 対応

26 当事者が交流する

場・余暇等の活動場

所の提供（続き）

⑮ 災害はいつ起こるか分からないものである為、早期の協

議、協定締結が望ましい。

地域の見守り体制の構築及び各団体との協

議・協定締結に向け調整を行ってまいりま

す。
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　第４回障がい小委員会委員　意見シート       　　 【資料３－２】

議題１[報告事項]　障がい福祉計画における見込量と利用実績について　

・日中活動系の短期入所(福祉型)について、数値は変わってなくても内容は変わっていることがあ
る。具体的には新しいGH等ができ、これまでSSを利用されていた方がGHに入居すると、その分
利用者(日数)が減る。事業所としては空き=減収となるので営業をかける。営業先としては、現利
用者の日数増を始め、他市区の方、最近では児童にまで声を掛けている。そうしてようやく現状維
持ができるという実態がある。見込量と利用実績だけでなく、内容についても確認等が出来る機会
が今後、設けられると良いのではと考える。

・資料1のp.3より、「児童発達」の利用人数が右肩上がりであることがわかる。児童発達の利用
児童は「放課後等デイ」の利用へと移行することが想定されるが、放課後等デイの利用実績は高止
まり状態であることがわかる。また、今年度末で市内２件の放課後等デイが閉所となることが発表
されている。上記を踏まえたうえで今後の放課後等デイの見込量と受け皿の確保について市として
どのように考えているか。
⇒放課後等デイサービスについては、現在、市内に４つの事業所があります。放課後等デイサービ
スの利用状況を確認すると、市外の事業所を利用している方が多い状況であり、今後、利用量が増
加した場合でも市内と市外の事業者で対応は可能と考えております。

・同資料1のp.3より、「保育所等訪問」の利用人数が大幅に増えていることがわかる。前回の小
委員会でこれは児童発達支援センターができたためとの説明だった。市としても拡充し始めたばか
りのサービスだが、利用実態として、保護者の依頼でサービスを開始するも短期間で終結する利用
が多いのか、あるいは在園中継続される利用が多いのか。また、保育所だけでなく幼稚園や小学校
等への訪問実績もあるのか。今後の見込量の参考のために伺いたい。
⇒利用実態としては、１年から２年は継続するものが多く、保育所だけでなく、小学校への訪問実
績もあります。市内の事業者で新たに指定を受けて保育所等訪問を実施する予定もあり、今後の見
込量としては増加すると想定しています。

議題２[報告事項]　令和３年度請求_月別の給付費・利用者割合の推移について

児童福祉サービスの利用者割合は障害福祉サービスよりも高い割合にある。しかし個別の利用者を
みると療育が必要とされながら利用ができていない場合がある。
現在、児童発達支援センターの相談はセンター利用を前提としているが、市内で支援が必要なお子
さんのが相談を受けられ、切れ目のない支援が受けられるような体制をセンターと共に作っていき
たいと考えている。
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議題３　その他（第３回障がい小委員会議事録案等について）

・前回の小委員会で委員長より地域生活支援拠点の「地域の体制づくり」について「他自治体の調
査をしていただき，委員会でも報告してください」との発言があった。進捗があれば報告をお願い
したい。
⇒地域生活支援拠点については、現在、東京都の補助協議の段階であり、予定では、今年の８月ご
ろに補助内示を受ける予定となっております。具体的な検討につきましては、運営法人との協議は
今後行っていくところであり、地域の体制づくりに関する他自治体の調査についても、併せて行っ
ていきますので、整理できしだいご報告させていただきます。

・1月31日に開催された医ケア児部会は本小委員会に属する部会のため、会議録ができ次第本小
委員会でも共有することを検討いただきたい。会議が非公開であることを踏まえ会議録の共有が困
難な場合は、事務局なり部会員の竹中委員より会議の要点だけでも本小委員会でご報告をいただく
ことが望ましいかと思う。
⇒令和４年１月31日に開催した医療的ケア児支援部会につきまして、主な内容をご報告いたしま
す。
令和２年度に行った医療的ケア児の実態調査の結果を共有するとともに、医療的ケア児の支援に関
する課題を整理しました。医療的ケア児の実態調査の結果につきましては、市内の未就学児
（4,689人）に対してアンケートを実施し、家族に医療的ケア児がいると回答があったものが10
件ございました。市内の未就学児の１％程度となっております。
また、医療的ケア児の支援に関する課題につきましては、保育や教育など関係機関との連携不足や
相談先が不明確などが挙げられており、現在、市では医療的ケア児のコーディネーターを配置して
いるおりますので、関係機関をつなぐコーディネーターが積極的に関与していくことが必要になっ
てくると考えております。

以上

-75-



-76-



-77-



-78-



-79-



-80-



-81-



-82-



-83-



-84-



-85-



-86-



-87-



-88-



-89-



-90-



-91-



-92-



-93-



-94-



-95-



-96-



-97-



-98-



-99-



資料４

令和４年度狛江市市 福祉推進委員会 第１回障がい 委員会議事録（案）

 時：令和４年５ 27  （ ） 18 時 19 時

場所：防災センター401 会議室

出席者：【委員】眞保委員 、阿部委員、橋 委員、梶川委員、中原委員、 中委員

【事務局】髙橋課 、  係 、阿内（ 齢障がい課）

佐渡課 、 嶋係 、堀越（福祉政策課）

（委員 ）

こんばんは。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。

それでは、第１回障がい小委員会を始めます。

議事進行につきまして、発言する際は挙手ボタンを上げていただきまして、ミュート解除してか
らご発言をお願いいたします。

本日の出欠席に関するご連絡ですが、東委員から今日はご欠席のご連絡をいただいておりまし
て阿部先生がご用事のために、19 時 20 分頃にご退出とお伺いしております。

令和４年度となりまして職員に異動があったとお伺いしております。ご紹介を事務局の方から
お願いしたいと思います。

（事務局）

事務局より紹介させていただきます。令和４年４月１日付けで人事異動がございました。事務
局の 齢障がい課 の加藤が保険年 課 に異動となりまして、学校教育課 の髙橋が 齢障が
い課 に、 齢障がい課障がい者 援係 の九 が東京都市町村総合事務組合に派遣となりまし
て、政策室政策法制担当の  が障がい者 援係 となりましたので、それぞれ挨拶させていた
だきます。

 齢障がい課 、髙橋と申します。よろしくお願いいたします。

九 の後任になります。障がい者 援係の係 、  と申します。よろしくお願いします。

（委員 ）

ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。それでは、次に資料の確認をさ
せていただきたいと思います。事務局よりご説明をお願いいたします。

（事務局）

資料の確認をさせていただきます。

まず、資料１といたしましてあいとぴあレインボープラン狛江市障がい者計画第６期障がい者
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福祉計画、第２期障がい者福祉計画についてになります。

資料２といたしまして、あいとぴあレインボープラン障がい者計画進捗管理令和３年度報告書
（案）となります。

資料３といたしまして、令和３年度第４回障がい小委員会の委員の意見シート、

資料４といたしまして、令和４年度障がい小委員会の名簿、

資料５といたしまして、令和４年度障がい小委員会の日程となっております。資料の説明は以
上となります。

（委員 ）

ありがとうございました。それでは早速議事に入りたいと思います。それから資料４と資料２
が差し替えになっておりました。

（事務局）

画面共有をさせていただきます。

（委員 ）

それでは、まず令和３年度第４回の委員会議題について委員の皆様から意見をいただいた資料
３についてご説明いただきたいと思います。

（事務局）

資料３をご覧ください。令和３年度第４回委員会の議題について、ご意見とともにご質問をい
ただきました。ご質問について障がい者支援係からご回答させていただきます。『資料 1 の p.3
より、「児童発達」の利用人数が右肩上がりであることがわかる。児童発達の利用児童は「放課
後等デイ」の利用へと移行することが想定されるが、放課後等デイの利用実績は高止まり状態で
あることがわかる。また、今年度末で市内２件の放課後等デイが閉所となることが発表されてい
る。上記を踏まえたうえで今後の放課後等デイの見込量と受け皿の確保について市としてどのよ
うに考えているか。』というご質問をいただきました。

ご質問に対する回答といたしましては、（障がい者支援係）放課後等デイサービスについて
は、現在、市内に４つの事業所があります。放課後等デイサービスの利用状況を確認すると、市
外の事業所を利用している方が多い状況であり、今後、利用量が増加した場合でも市内と市外の
事業者で対応は可能と考えております。

また、『保育所等訪問の利用人数が大幅に増えていることがわかる。前回の小委員会でこれは
児童発達支援センターができたためとの説明だった。市としても拡充し始めたばかりのサービス
だが、利用実態として、保護者の依頼でサービスを開始するも短期間で終結する利用が多いの
か、あるいは在園中継続される利用が多いのか。また、保育所だけでなく幼稚園や小学校等への
訪問実績もあるのか。今後の見込量の参考のために伺いたい。』というご質問をいただきまし
た。

ご質問に対する回答といたしましては、（障がい者支援係）利用実態としては、１年から２年
は継続するものが多く、保育所だけでなく、小学校への訪問実績もあります。

次に、『医ケア部会の１月 31 日の内容についての報告を』ということでお話をいただいてお
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ります。令和４年１月 31 日に開催しました医療的ケア児支援部会につきまして、主な内容をご
報告いたします。令和２年度に行った医療的ケア児の実態調査の結果を共有するとともに、医療
的ケア児の支援に関する課題を整理しました。医療的ケア児の実態調査の結果につきましては、
市内の未就学児に対してアンケートを実施し、家族に医療的ケア児がいる。と回答があったもの
が 10 件ございました。市内の未就学児のおよそ１％程度となっております。また、医ケアの支
援に関する課題につきましては、保育や教育など関係機関との連携不足や相談先が不明確などが
挙げられており、現在市では医療的ケア児のコーディネーターを配置しておりますので、関係機
関をつなぐコーディネーターが積極的に関与していくことが必要というように考えております。
この資料３のご説明については以上になります。

（委員 ）

資料３を拝見しました。質問と回答は矢印でお書きいただいてるものもありますが、最後の医
療的ケア児については文章になってなかったかと思います。いかがでしょうか。

（事務局）

資料には記載されておりません。口頭で説明をさせていただいたところは最後の部分です。

（委員 ）

委員の先生方も口頭だけだと分かりにくく、オンラインということもあるので資料に落とし込
んでいただいた方がいいと思います。

（事務局）

承知しました。次回資料をお送りする際に併せて修正いたしました資料３も送付させていただ
きます。

（委員 ）

次が報告事項ということで。あいとぴあレインボープラン狛江市障がい者計画の第６期障がい
福祉計画と第２期障がい児計画について事務局より資料１のご説明お願いします。

（事務局）

では、資料１をご覧ください。障がい福祉サービス等及び障がい児支援の提供体制の確保に係
る目標について令和３年度の実績を報告いたします。

まず、１点目の施設入所者のうち地域生活に移行する者の数につきましては０となっておりま
して、その下の地域生活への移行に関する目標につきましては 41 人とマイナス５人となってお
ります。内訳は死亡が３ 、転出が１ 、その他 期 院等は３ の７ 減になっております
が、新たに入所した方も２人いらっしゃいましたので差し引き５人となっております。

続いて、２の精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築の（１）の保健、医療、福祉
関係者による協議の場の設置につきましては、現在進捗が進んでいないところでございます。ま
た、（２） １精神障がい者の地域 活への移 につきましても、令和３年度の実績としまして
は０となっており、その下の（２） ２、（３）につきましても、０になるところなんですけど
も私が入力を誤りまして、数字が入ってるんですけれども、こちらも令和３年度の数値としては
０になっております。
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続いて３の地域生活支援拠点等が有する機能の充実につきましては、地域生活拠点につきまし
ては現在設置に向けて準備を進めてるところですので、令和３年度末としてましてはまだ整理が
されておりません。

４の福祉施設から一般就労への移行につきましては、人数が９人となっておりまして、就労移
行支援を受けた利用者も、基準年度である平成 30 年度の人数より９人増加しまして、また、就
労継続支援を受けた方が増加しており、その結果、一般就労への移行者も増加したものと考えて
おります。続きまして、（３）の就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率になりますけ
れども、利用者 10 名に対しまして、１人退職、９人は１年継続して、職場に定着しておりまし
たので、数値としては 90％と計上しております。

また、６の障がい福祉サービス等の質を向上させる取組みにつきましては現在進んでいないと
いう状況です。７の障がい児支援の提供体制の整備等につきましては、（１）は児童発達支援セ
ンターでございますので１ヶ所、（２）は保育所等訪問支援を提供している事業者はひだまりセ
ンターで実施していますので１ヶ所、（３）は重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所
及び放課後等児童デイサービス事業所の数としては１ヶ所になります。こちら市内のハッピーハ
ウスという事業所になります。（４）の医療的ケア者の支援の協議の場につきましては、部会を
設置しておりまして、そちらで議論していただいてますので、「あり」としています。また、
（５）の医療的ケア児のコーディネーターにつきましても配置しておりますので、「あり」とし
ています。

続いて、障がい福祉サービス等の見込み量につきましては、変動があったところを中心にご説
明を申し上げます。

表４-70 の同行援護の見込み量につきましては、こちらは視覚障がいの方の外出支援になりま
すので、数字としては令和２年度よりも増えてますけれども、当初想定した見込み量よりは大幅
に少なかったところです。こちらはコロナ等でですね、外出を控えた方の影響があったものと分
析しております。

飛びまして、６ページ、表４-81 の短期入所になります。短期入所につきましても、泊まりに
なりますので、需要は減りましたけれども、特定の方が利用されていましたので金額的には、例
年並みという形になってます。

前後しますけれども、表４-79、就労定着支援につきましては、令和３年度 79 件となっており
まして、前年度から大幅に減っております。こちらは、令和２年度の就労者数は少ないため、定
着支援の対象自体が減ったものと分析しております。

続きまして、７ページの、表４-84 グループホームの見込み量です。こちらは市内に２ヶ所、
新たに設置されましたので、実利用者としては増加になっております。市内の事業所の名前とし
ては、ミライエが２棟目を設置し、いぶきという施設が新たに設置されました。

飛びまして、障がい児の福祉サービス等の見込み量になります。11 ページになります。表４
-105 の児童発達支援の見込み量につきましては、前年度から大きく増加となっております。し
かし、計画値では、もっと伸びる見込みではありましたけれども、新規の方はそこまで増えてお
らず、利用者は一定の推移となっております。
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表４-106 の放課後等デイサービスにつきましては大きく利用量が伸びております。こちらの
特徴としましては、送迎行っている市外の施設の利用が多いというところで、先ほどご説明した
と同様の理由になっております。

表４-107 につきましても、延べ利用量が大きく伸びております。こちらにつきましては、保
護者の「子供が自分の気持ちを表現してコミュニケーションをとれるようになってほしい」や
「集団生活の中で気持ちの切り換えを覚えてほしい」そういった要望を踏まえて利用が伸びてい
る状況です。また、保育所等も子供のクールダウンという方法を聞きたいというようなことを聞
いておりますので、保護者にとっても、保育所等にとっても必要とされている状況になっており
ます。

資料１の説明は以上になります。

（委員 ）

ありがとうございました。委員の皆様、ご意見等お願いしたいと思います。いかがでしょう
か。はい。竹中委員よろしくお願いします。

（委員）

障がい児入所支援について令和３年度の実利用者数の数字が入っていないようですが。

（事務局）

今ご指摘いただいたところにつきましては、児童相談所に問い合わせないと数字が出てこない
部分です。現在、確認をしているところですので分かり次第、入力して皆様にお伝えをさせてい
ただきたいと思ってます。申し訳ございません。

（委員 ）

表４ 110 のお話ですか。

（事務局）

表４-110、111 の２箇所になります。

（委員 ）

はい。他にございますでしょうか。

今ご説明いただいた表４-105 なんですが、計画値はもっと増える予定だったというお話でした
が、計画値では増える予想をしていたということですが、その差はどのように考えればよろしい
でしょうか。

（事務局）

事務局で分析する間では、やはり、児童発達支援を受ける方はその親御さんが悩まれている方
がいらっしゃいます。自分のお子さんだけを見るのではなくて、その他のお子様と一緒のとき
に、その比較の中でお子様の状況に不安を持ったりする方が多いのではないかと考えており、こ
れも新型コロナウイルス感染症拡大等の理由になってしまうんですけども、そういう触れ合いが
減ってきているときに、そういう比較があまりなく、そこに不安を覚える方がサービスの利用を
控えられたのではないかというふうには分析しています。
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（委員 ）

そうすると、今徐々にウィズコロナにだんだんなってくると、一気にまた増加するっていうこ
ともあり得るというようなことでしょうか。

（事務局）

交流が増え、不安に思う方が増えていけば、当然数字にもあらわれてくるという分析をしてい
ます。

（委員 ）

今後状況を注視していくということですね。

阿部先生なにかございますでしょうか。他でうかがっていらっしゃいますでしょうか。コロナ
禍で他のお子さんとの触れ合いがないいため利用量が減っているですとか。

（委員）

親子共にそういうところに出てくるのが難しいと思いますし、社会性やコミュニケーションの
発達等の課題が出てくると思います。そのあたりが課題になってくると思います。

（委員 ）

ありがとうございます。少し遅れて、逆に言うと、支援が遅れてるということになりますの
で、顕在化する時に十分対応できるような体制を望みたいですね。他ございますでしょうか。

（委員）

画面共有を活用していただけると視覚化されて、よりユニバーサルな会議体となると思いま
す。

（委員 ）

ありがとうございます。今日、日本障がい者協議会という団体の会議があったんですけど、そ
の際、聴覚障がい者の方でしたけど、画面で、情報保障という面で、Zoom の字幕機能は使って
いました。情報保障という意味では、要約筆記の仕組みがあるんですけど、そういうことも検討
してもらいたいなという話もあります。

（事務局）

申し訳ございません。今後対応いたします。

（委員 ）

特によろしいでしょうかね。新型コロナウイルス感染症のことがあるので、何とも例年通りな
かなか比較ができないっていうところかもしれません。

そうしましたら、次がですね、審議事項ですが、あいとぴあレインボープランの障がい者計画
進捗ということで、令和３年報告書（案）を見ていただきます。資料２ご説明いただけますでし
ょうか。

（事務局）

では、資料２、２ページ目をご覧いただければと思います。当進捗管理報告書でございます
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が、まず、進捗管理及び構成、進捗評価の方法の３つについて記載をしておりまして、本報告書
案ですが、実行した内容、その評価、そして改善点が記載されました進捗管理シート、第１章を
踏まえて委員様からいただきましたご意見を記載する委員会からの意見シートという２つのシー
トに分かれております。

評価基準でございますが、５ページにございますとおり、A から B までの評価基準を設けてお
ります。この中でですね、例１として挙げさせていただいておりますが、施策の中で事業 abcd
とございまして、この中で、２つの項目について達成をしておりますと、こちらにございます通
り、a から d までの令和３年度の達成率が４分の２となるということから 50％ということで、こ
ちらの上にございます通り、年次目標の 40％以上 70％未満ということで、評価は B というふう
に評価をする形と取らせていただいております。

では、進捗管理システムの主な事業についてご説明をさせていただきます。11 ページ、２
（１）① a をご覧ください。狛江市社会福祉協議会では、障がいの特性から近隣トラブルに発展
したケースにおいて市の相談支援包括化推進員との連携を図りました。

同じく 11 ページ、２（１）①ｂをご覧ください。CSW のあいとぴあエリアでの支援として、
高齢者を主な対象とした相談会を行いました。支援を継続させるために地域包括支援センター等
関係機関へ繋げ、居場所づくりの支援も行いました。

また、12 ページをご覧ください。こまえ苑エリアでの支援としては、「いこいの便り」の取
材や配布によって関わりの少なかった地域住 と繋がることが課題把握に結びついています。

16 ページ、３（２）②a をご覧ください。こまえ苑エリアにおける障がいのある人もない人も
交流できる場、多世代・多機能型交流拠点の設置に向け、運営委託予定者と設置に向けた検討を
行いました。令和 4 年度中の整備に向け各所と調整を図ります。その他、市内の多世代・多機能
型交流拠点の運営に対して地域福祉推進事業補助金を交付し運営の支援を行いました。引き続
き、運営の支援を行っていきます。そして、視覚障がい者の方の読書環境整備の推進・周知とし
ては音声 DAISY 製作者スキルアップに向けた３種の講習会を計 10 回開催し延べ 24 名の受講が
ありました。また、対面朗読講習会を全３回開催し３名が受講する等、視覚障がい者の読書環境
整備に向けた取組を推進しました。

17 ページ、４（１）②a をご覧ください。国の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組
指針の改定を受け地域見守り活動支援対象者の見直しの検討を行いました。また、医師会、訪問
看護事業所等の関係機関と狛江市地域見守り活動支援に係る対象者名簿の提供に関する協定締結
に向けてそれぞれ協議を行いました。

では、続きまして、高齢障がい課の担当についてご報告いたします。

９ページをお願いいたします。９ページが担当課の評価になっておりまして、地域生活支援拠
点の整備につきましては、令和５年度の事業開始に向けて施設整備の財源である東京都の補助協
議を っているところです。合わせまして、狛江市まちづくり条例に基づく近隣住 への説明会
を令和４年３月に開催し、反対のご意見をいただきましたけれども、説明し、ご理解をいただけ
るよう努めてきたところでございます。検討する拠点の内容につきましては、建設予定地は狛江
市中和泉の３丁目、運営法人は足立邦栄会。グループホームは障がいの支援区分が４から６の方
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を利用対象として、定員 17 名、そのうち一床が体験利用枠となっております。また、ショート
ステイの定員も２名、ご用意する予定になっており、市のサテライト相談も同じ建物に併設され
る予定でございます。令和３年度の計画では、整備の検討の調整となっておりましたので、計画
通り事業が進捗しております。評価は A とさせていただいております。

続きまして、10 ページの地域における相談支援の充実につきましては、こちらは、基幹相談
支援センターの設置に向けた取り組みを計画しておりました。この分野につきましては、進めら
れておりませんでしたので、評価は C とさせていただいております。こちらはすでに基幹相談
支援センターのあり方の検討報告書もまとめていただいておりますので、市の考え方を整理しま
して、今年度具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。

14 ページをお願いいたします。医療的ケア児の支援につきましては、先ほどご報告しまし
た、部会を２回開催しております。関係機関の連携に取り組みまして、部会の中でもコーディネ
ーターが中心となりまして、事業を実施していることから関係機関においては、コーディネータ
ーの周知を果たせたものと考えております。今後は支援体制の整備や連携内容を具体的に議論し
てまいりたいと考えております。この施策につきましても A と評価させていただいておりま
す。私の方からは以上になります。

（委員 ）

それでは、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。橋爪
委員。

（委員）

９ページの拠点について３ に住 説明会があり、これはいろいろ説明がありました。この件
について事業所連絡会が狛江市ありますが、そちらの には障がい者 援係 から説明がありま
して、いろいろ説明会の内容とかもお聞きしたのですが、情報自体が障がい小委員会には提供さ
れなかったかと思います。これは大事なことなので会議が開催された後メール等で情報提供して
いただけると助かります。この前の事業所連絡会の説明では資料も一緒にいただいたので、もし
可能であれば現段階での資料も一緒にいただけると助かります。以上です。

（委員 ）

ありがとうございました。今重要なご指摘いただいたと思います。これまで対面で実施してい
た頃は冊子になってるような資料なども一緒にいただいていて、郵送で紙媒体使っていただいて
情報共有いただきました。この拠点整備も らくやっていて、皆さんの関 の いところですの
で、説明会とその資料を共有していただければと思います。よろしくお願いします。

あと、ございますでしょうか。17 ページの４安心で安全に暮らせるまちづくりのところなんで
すが、（１）②災害時に関する支援のところで、これ C 評価なんですが、狛江市避難行動要支
援者支援連絡協議会の開催には至らなかったっていうのが日本語としてよくわかりませんでし
た。

（事務局）

申し訳ございません。協議会は開催していますが、協議自体はいたしませんでしたので、協議
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には至らなかったという表現が正しいかと思います。修正させていただきます。

（委員 ）

協議会は開催したけれども、この内容についての協議はまだしていないということですか。

（事務局）

そのとおりでございます。申し訳ございません。

（委員 ）

報告書としては気になるところよろしいですか。14 ページの２切れ目のない障がい児の支援
のところで医療的ケア児なんですけれども、これは A ということでしたが、コーディネーター
を配置したので A ということですか。書いてある内容と若干ご説明が違うかと思います。

（事務局）

計画では令和３年度、医療的ケア児のコーディネーターの周知ということを計画に掲げており
ました。そういった意味では、令和３年度医療的コーディネーターの周知を図れたというふうに
評価しまして、A とさせていただいております。

（委員 ）

２（３）④でいいでしょうか。

（事務局）

２（３）④の施策につきましては、14 ページから 15 ページにかけて、a に関する事業として
福祉相談課及び高齢障がい課の事業とともに子ども発達支援課の事業も含めて評価しておりまし
て、達成しているということで A という評価をさせていだきました。

（事務局）

補足します。この医ケア児の取組みですが、福祉相談課でやっている取組みと、それから高齢
障がい課でやっている取組みと、それから子ども発達支援課でやっている取組みがございまし
て、福祉相談課の方では、医ケア児部会の中で取組みを情報共有を行っておりまして、それが一
つに周知に繋がったと考えております。それから、高齢障がい課のほうで医ケア児コーディネー
ターの勉強会を開催したというところで、勉強会の中で周知が図られたっていうことと、それか
ら実際に子ども発達支援課では、部会に出席して情報共有が行われたという、この３つを踏まえ
て、それぞれ達成できたということで、A と評価させていただいております。

（委員 ）

一番最後の事業は子ども発達支援課の事業ですか。

（事務局）

はい。結局出席しているだけですので、必要ないと思いますので削ります。

（委員 ）

あと、この勉強会なんですけど、この勉強会はメンバーはどんな方々が参加されていますか。
部会の中で勉強会したってことでしょうか。それとも広く市 にでしょうか。
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（事務局）

部会の中だけになります。部会のメンバーはですね、全体で 17 名いらっしゃいまして、医師
の方だとか看護師の方、行政としては、市役所の関係部局で構成された 17 名で部会を開催しま
して、勉強会をこの中で実施したというところです。

（委員 ）

それが地域の関連機関同士の連携というふうに捉えるということですかね。ありがとうござい
ます。

他に。竹中委員お願いします。

（委員）

先ほどの勉強会なんですけれども、相談支援事業所にも動画の提供があったということです。
このため、17 名よりはもっと広く、周知される機会があったということです。

（委員 ）

ありがとうございました。そうしましたら、17 ページ以降、事務局の方から説明いただけま
すでしょうか。

（事務局）

はい。今、挙げさせていただきました前段の現在の進捗報告につきまして、委員の皆様からい
ただいたご意見を例えば、２（１）②というような形でご意見をいただきまして、取りまとめま
して、報告書完成という形で次回の小委員会で提出させていただきたいと思っております。こち
らにつきましては、６月 10 日までに事務局にご意見をいただけたらと思っておりますのでよろ
しくお願いいたします。

（委員 ）

はい。ありがとうございます。

そうしましたら、狛江市障がい者計画進捗管理令和３年度報告書（案）の委員会の意見につき
まして、大変お忙しいところ恐れ入りますが、６月 10 日までにご意見をいただきたいというこ
とでございます。よろしくお願いいたします。

審議事項について終わりましたが、ご意見等ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

そうしましたら、本日の議題につきましては予定されていたものは終了いたしました。事務局
から最後ご説明等あればお願いいたします。

（事務局）

はい。資料５をご覧いただければと思います。

こちら障がい小委員会の令和４年度の全体工程表となっております。新型コロナウイルス感染
症の状況にもよりますけれども、基本的にはウェブ開催の予定をしております。第２回の議事内
容といたしましては、先ほど申し上げた通り、あいとぴあレインボープランの障がい者計画進捗
管理令和３年度報告書（案）につきまして、皆様からいただいたご意見も併せて報告させていた
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だきたいと思っております。

そして、障がい者計画第６期障がい者福祉計画、第２期障がい児童福祉計画に係る施策事業の
進捗状況についてもご報告をさせていただきたいと思っております。

また、来年度実施予定としております、あいとぴあレインボープラン第７期障がい福祉計画、
第３次障がい児福祉計画の改善に向けた市 意識調査の実施を予定しております。第３回の委員
会では、市 意識調査の設問についてご検討・ご決定いただき、第４回での結果の報告をさせて
いただく想定としておりますのでご協力の方よろしくお願いいたします。以上となります。

（委員 ）

はい。ありがとうございます。第４回の日程について、12 月 20 日前後にならないと日程が分
からないため、12 月 20 日以降に日程を決めて大丈夫であれば、調整お願いします。

（事務局）

年末ごろに委員 と調整させていただきまして、特にウェブ開催実施を想定しておりますた
め、会場等も対応できると思っておりますのですみませんが、皆様ご協力よろしくお願いいたし
ます。

（委員 ）

それでは、お忙しい中ありがとうございました。
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選　出　区　分 氏　　名 所　　属

眞保  智子 法政大学現代福祉学部教授

阿部  利彦 星槎大学大学院教育実践研究科教授 

橋爪  克幸 社会福祉法人光友会ひかり作業所

梶川　朋 comarch 代表

委員長推薦
（地域自立支援協議会）

中原　弘隆 狛江市地域自立支援協議会委員（社会福祉法人光友会ひかり作業所）

委員長推薦
（地域自立支援協議会）

東　貴宏 狛江市地域自立支援協議会委員（狛江さつき会地域生活支援センターリヒト）

委員長推薦
（狛江市社会福祉協議会）

竹中　石根 狛江市社会福祉協議会サービス事業課長

発　令　日 令和２年８月１日

任　期　満　了　日 令和５年７月31日

令和４年度 障がい小委員会委員名簿         【資料５】

市民福祉推進委員会
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令和４年度障がい小委員会 全体工程表

回数 開催日時 開催方法 開催時間 開催場所 内容

第１回 令和４年５月27日（金） ウェブ開催 午後６時 00分～
防災センター

401 会議室
障がい者計画令和３年度進捗管理等 他

第２回 令和４年８月23日（火） ウェブ開催予定 午後６時 00分～ 特別会議室①、②

・障がい者計画令和３年度進捗管理報告書の検討・確定

・障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画に係る施策・

事業の実施状況について

第３回 令和４年11月１1日（金） ウェブ開催予定 午後６時 00分～
防災センター

402・403 会議室

・次期障がい者計画策定に向けた市民意識調査の調査票について

・基幹相談支援センター・地域生活支援拠点の進捗状況について

第４回
令和５年２月 1 週目

（未定）
ウェブ開催予定 午後６時 00分～

防災センター

402・403 会議室

・次期障がい者計画策定に向けた市民意識調査の調査結果について

・基幹相談支援センター・地域生活支援拠点の進捗状況について

資料６
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